
◇ 経営の透明性向上に向けた取組みとして「年度経営計画」を策定しましたので、公表いたしま

す。 

 

令和５年度経営計画 

 

佐賀県信用保証協会 

１ 業務環境 

 

⑴  佐賀県の景気動向 

我が国経済は、内閣府の月例経済報告によると「景気は、このところ一部に弱さがみられ

るものの、緩やかに持ち直している。先行きについては、ウィズコロナの下で、各種政策の

効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が

続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上

昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響や中国における感染拡大の影響に十分注

意する必要がある。」とされています。 

一方、県内経済の動向は、佐賀財務事務所の佐賀県内経済情勢報告によると「県内経済は、

持ち直している。先行きについては、ウィズコロナの下で、各種政策の効果もあって、景気

が持ち直していくことが期待される。ただし、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の

変動等の影響や中国における感染拡大の影響に十分注意する必要がある。」とされています。 

 

⑵  中小企業を取り巻く環境 

県内中小企業の景況判断は、佐賀財務事務所の法人企業景気予測調査によると、「令和５

年１～３期は、全産業で引き続き「上昇」超となっている。業種別にみると、製造業は、

金属製品や生産用機械器具等で「下降」超となっていることから、全体として「下降」超

となっている。非製造業は、小売や宿泊・飲食サービス等で「上昇」超となっていること

から、全体として「上昇」超となっている。 

規模別にみると、大企業は「上昇」超に転じ、中堅企業は「下降」超に転じ、中小企業

は引き続き「上昇」超となっている。 

先行きを全産業でみると、令和５年４～６月期は引き続き「上昇」超となる見通しとな

っている。」とされています。 

 

⑶  信用保証協会を取り巻く環境 

令和４年度は、前年に引き続き「佐賀県新型コロナウイルス感染症資金繰り対策資金」

及び「佐賀県新型コロナウイルス感染症対応資金」（以下「コロナ資金」という。）の反動

等により、保証承諾は年度当初から低調に推移し、コロナウイルス感染症が拡大する前の

水準には戻らない状況にありました。 

コロナ資金も保証残高の約８割が約定返済を開始し、条件変更や代位弁済は高くない水

準ではあるものの漸増しています。 

一方、中小企業を取り巻く環境は、コロナ禍の影響の長期化に加え、エネルギー・原材

料などの物価高などを要因に収益が圧迫されるなど複合的リスクを抱え厳しい状況が続い

ています。 

こうした中で業績回復が進んでいない企業にとっては今後コロナ禍の長期化によって増

大した債務への対応の必要性が増してきます。 

そのため、景気の先行きについては持ち直しが期待されているものの中小企業の経営環

境に対しては注視していく必要があります。 



このような 

・ 景気動向の不透明感 

・ 借換需要や約定返済を緩和する企業の漸増 

・ 代位弁済の漸増 

などの要因に加え、 

国においては、令和４年９月にポストコロナへの段階的移行を図り、資金繰り支援の拡充

と収益力改善・事業再生・再チャレンジの更なる加速のために「中小企業活性化パッケージ

ＮＥＸＴ」の策定、令和４年１２月に「経営者保証改革プログラム」の策定、令和５年１月

に「伴走支援型特別保証制度」の改正が行われています。 

 

 

 

 

２ 業務運営方針 

  

⑴  保証部門 

・ 中小企業を取り巻く経営環境が依然として厳しいなか、業績の回復が遅れ資金繰りに支障を

来している中小企業を積極的に支援するとともに、経営改善や事業再生、事業承継などの支援

が必要な中小企業に対し、経営支援部門と連携して専門家等を派遣する取組みを継続します。 

・ 経営者保証を不要とする保証の取組みについては、国も積極的に推し進めており、スタート

アップ・創業や将来の事業承継、再チャレンジの促進を図るため、金融機関と連携を図りなが

ら経営者保証を不要とする保証を推進します。 

・ 全国統一の保証業務の電子化及び個別金融機関からの電子化要請については、今年度中に稼

働を予定しており、順調に導入・稼働できるよう内部体制を整えます。また、稼働後の内部体

制について随時検証を行いながら業務の効率化を進めます。 

 

⑵  期中管理・経営支援部門 

・ 中小企業を取り巻く経営環境が依然として厳しいなか、令和４年度からコロナ資金の返

済が本格化していることで返済緩和による条件変更や代位弁済が漸増しています。こうし

たことから、「中小企業活性化パッケージＮＥＸＴ」を踏まえて、中小企業活性化協議会

及び金融機関と連携しながら、専門家や経営支援サポーターの派遣による収益力改善支援

及び事業再生支援等の取組みをさらに強化します。 

・ 事業承継を円滑に進めるために、事業承継・引継ぎ支援センター及び金融機関と連携し

ながら、事業承継にかかる阻害要因を解消するよう積極的に取り組んでいきます。  

・ 蓄積している経営支援データベースの検証結果を踏まえ、令和６年度から始まる経営支

援効果測定のための指標を確立します。 

 

⑶  回収部門 

・ コロナ禍の長期化などにより代位弁済の増加や厳しい回収環境が続くなか、回収業務の初動

を徹底し、効率性を重視した求償権回収に取り組むとともに、関係者の実情を把握したうえで

保証債務免除及び管理事務停止や求償権整理を進めることにより求償権管理の効率化に努めま

す。 

・ 事業継続先に対する求償権消滅保証等の推進により事業再生支援にも取り組んでいきます。 

 



⑷  その他間接部門 

・ 中小企業施策の一翼を担う重要な機関としての公共性と社会的責任の重さを改めて認識し、

引き続き内部管理体制の強化に取り組みます。 

・ 最近の激しく変動する業務環境や突発的な自然災害に関する情報を的確に捉え、迅速かつ効

果的な情報発信に努めていきます。 

・ 変化する中小企業者のニーズに即応できる人材育成にも引き続き注力していきます。 

・ 電子受付システムの導入とサーバー機器類の更改があり、円滑な導入と安定運用に努めてい

くとともに更なる業務効率化の検討を進めます。 

 

 

 

 

３ 主な重点課題 

 

⑴  コロナ禍の長期化などにおける資金繰り支援等の強化 

令和４年度のコロナ資金の元金返済の本格化に加え、今年度からは３年間の利子補給が終了し

ていくことで、業績の回復の遅れによる資金繰りに支障を来す中小企業からの再調達資金の申込

については、「伴走支援型特別保証」や金融機関との連携保証を積極的に活用した対応を行ってい

きます。 

また、返済緩和の条件変更の申込についても中小企業の実情に応じ、柔軟かつ迅速な支援を行

っていきます。 

保証申込みをされた中小企業のうち経営改善や事業再生、事業承継などの支援が必要な先に対

しては、経営支援部門と連携して専門家等を紹介・派遣するなどの取組みを強化します。 

さらに、金融機関との連携を強化するため、金融懇談会の開催や各地区金融機関の訪問を行い、

連携強化と情報の共有を図っていきます。 

 

⑵  経営者保証を不要とする保証の推進 

経営者保証を不要とする保証への取組みについては、国において経営者保証に依存しない融資

慣行の確立を加速させるため、制度を拡充させています。加えて、スタートアップ・創業や再チ

ャレンジの促進を図るためにも、引き続き金融機関及び関係団体に対しその制度の周知を図って

いきます。 

創業資金は申込件数が増加傾向にあり、国において法人向けの経営者保証を不要とする「スタ

ートアップ創出促進保証制度」を創設・推進しており、その周知を図り、その利用を促進してい

きます。 

また、事業承継については、金融機関、商工団体等からの情報をもとに、経営支援部門と連携

し制度利用を促進します。 

 

⑶  保証業務の電子化の推進 

全国統一の業務の電子化及び個別金融機関からの電子化の要請については、今年度中に一部の

金融機関で稼働する予定であることから、順調に導入・稼働ができるよう業務フローや事務の手

引き、人員配置などの内部体制を整えます。 

また、稼働後においては、その効果や今後の電子化の推進について随時検証や検討を行い、今

後の業務の効率化を進めます。 

 

 



⑷  経営改善支援及び再生支援の強化 

・ プッシュ型支援策として、協会が選定する経営改善候補先や返済緩和の条件変更申込先など

で経営改善が必要と判断した中小企業に対し、金融機関と連携しながら経営改善計画の策定支

援のために専門家派遣事業の活用促進を図っていきます。 

また、令和４年度から開始した経営支援サポーター（中小企業診断士）派遣制度を強化し、

個々の企業訪問による経営課題の早期発見と課題解決やニーズの把握を伴走して行うとともに、

必要に応じて経営改善計画策定を働きかけるなど継続的な経営改善支援の取組みを強化します。 

・ コロナ禍の長期化などで業績の回復が遅れ債務が増大している中小企業には、国が策定した

「中小企業活性化パッケージＮＥＸＴ」の実行を加速させるために、中小企業活性化協議会や

金融機関との連携による収益力を回復するための「収益力改善支援」や抜本的な金融支援を含

む「事業再生支援」、事業廃業を決断した経営者の保証債務を整理するための「再チャレンジ支

援」として策定された各計画を通じて、リスケジュール対応や資金繰り支援などに積極的かつ

柔軟に取り組みます。 

・ 経営改善支援先に対し、中小企業経営診断システム（ＭcＳＳ）を活用し、経営改善の進捗状

況（改善レベル）を理解してもらい、更なる意欲を引き出していきます。 

    

⑸  事業承継支援の強化 

 ・ 円滑な事業承継を後押しするために、親族内や社員の承継先への「事業承継特別保証制度」、

第三者承継先（Ｍ＆Ａ）への県制度金融の「事業承継資金」などの利用促進を図るため次のよ

うに取り組みます。 

  ア 事業承継・引継ぎ支援センターとの定例会議において、今後の取組み方針など情報共有を

図ります。 

  イ 事業承継を予定している保証申込先や経営者交代の報告を受けた先に対して、「事業承継特

別保証制度」を紹介するなど金融機関と連携しながら取り組みます。 

  ウ 新たな取組みとして、Ｍ＆Ａを予定している買手側企業に対し、専門家派遣事業を活用し

て引継ぎ後の相乗効果を含んだ事業計画の策定を支援し、円滑な資金調達に繋がるよう取り

組みます。 

 

⑹  経営支援の効果測定のための指標の確立 

・ 令和３年度から積み上げた経営支援（創業支援・経営改善支援・再生支援・事業承継支援）の 

各種データにかかる検証結果をふまえて、信用保証協会が実施する経営支援の効果について測定

するための指標を決定し、令和６年度からの運用開始に備えます。 

 

⑺  回収効率化の促進 

・ 新規求償権は、期中管理段階からの情報を活かし、適切かつ効率的な回収方針を決定し早期に 

着手します。また、「経営者保証ガイドライン」に基づく保証債務整理の要請に対し柔軟に対応

します。 

既存の求償権については、定期的な電話、現地訪問等による現況把握により回収の見極めをお

こない、損害金減免完済や一部弁済による保証債務免除等の促進を図り、早期解決を基本とした

回収業務に努めます。 

・ 担保物件の任意処分を促進し、進捗が見られない案件は、競売に移行します。 

・ 事業継続先については、経営支援課や中小企業活性化協議会との連携強化を図り経営改善支

援や事業再生・再挑戦に向けた支援に取り組むことにより、求償権消滅保証制度を活用した回

収を行っていきます。 



 

⑻  求償権管理の効率化 

・ 将来にわたって回収見込みがない先は、速やかに管理事務停止を行い、求償権の整理を実行

しスリム化を図ります。 

 

⑼  サービサー休止後の体制整備 

令和６年３月末をもって保証協会サービサー佐賀営業所を休止し、回収部門を統合させる

ことから、今後の一体的かつ機動的な回収体制を構築するため、組織や業務内容の見直しを

検討し、体制整備の準備を行います。 

 

⑽  内部管理体制の充実 

・ コンプライアンスに対する高い意識の継続と態勢の維持・向上を図るため、コンプライアン

ス・プログラムに掲げた項目を着実に実施します。また、反社会的勢力等の排除に向けた取組

みを継続し、不正利用等の防止を徹底します。 

・ 近年の様々な危機に対応するための適時・適切な情報収集と迅速な対応に努めます。 

 

⑾  人材の育成と職場環境の充実 

・ 専門的知識の習得と職員のスキルの向上を図るため、引き続きＯＪＴの実施や、外部研修や

関係機関との勉強会、セミナー等への講師派遣などを積極的に活用します。 

・ 年間健康推進計画を着実に実施し、職員の健康管理と職場環境の充実を進めます。 

 

⑿  広報活動の充実 

・ ホームページやＬＩＮＥ等を積極的に活用し、協会の保証推進や経営支援の取組み、関係機

関から提供された情報など中小企業経営に意義ある情報の発信に努めます。また、広報全般に

おいて、協会オリジナルキャラクターを使用して協会への親近感や一層の認知度向上に努め、

保証利用企業者の維持を図ります。 

 

⒀  業務の効率化と電子化の推進 

・ 電子受付システムの導入について、金融機関からの参加表明があり、各種テストなど導入に

向けての準備を保証部門や経営支援部門と連携を図りながら加速させる必要があります。また、

引き続き参加対象となる県内の金融機関との意見交換を行い、積極的に参加を促していきます。 

・ 信用保証書の電子化についても当協会利用の各金融機関に対し、積極的に参加を促していき

ます。 

・ 令和５年９月にシステム機器類の更改を予定しており、システム業者や共同システムセンター 

とともにシステムの円滑な稼働と導入後の安定稼働に向けて対応していくとともに稼働後は保

証部門と連携し、業務効率化を進めます。 

 

４ 保証承諾等の見通し 

 

令和５年度の保証承諾等の主要業務数値（見通し）は、以下のとおりです。 

 

項  目 金  額 前年度計画比 

保 証 承 諾 170億円 113.3% 

保証債務残高 1,576億円 90.1% 

代 位 弁 済 18億円 128.6% 

回 収 5.7億円 101.8% 

 


